
都道府県・政令市 おける参考 る手続の導入状況
成 ４月現在

第２種事業判定

北海道 ○ ○ ○ ○

青森県 ○ ○ ○ ○ ○ △

岩手県 ○ △ ○

宮城県 ○ △

秋田県 ○ ○ ○

山形県 △ ○ ○ △

福島県 ○ △ ○

茨城県 ○ ○ ○ △

栃木県 ○ ○ ○ △

群馬県 ○ ○ ○ △ ○
法２種

埼玉県 ○ ○ ○ ○
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埼玉県 ○ ○ ○ ○

千葉県 ○ ○ ○ ○

東京都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈 県 ○ ○ ○ ○ △ ○

新潟県 ○ ○ ○

富山県 △ ○ ○

石 県 ○ ○ △ ○ ○ ○

福井県 △ ○ ○ ○

山梨県 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○

長 県

岐阜県 ○ △ ○ ○

静岡県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

愛知県 ○ ○ ○ ○

三 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

滋賀県 ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都府 ○ ○ ○ ○

大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

兵庫県 ○ ○ ○

奈良県 ○ △ ○
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和歌山県 ○ ○ △ ○ ○ ○

鳥取県 △ ○ △ ○
法２種

島根県 ○ △

岡山県 ○ ○ ○ △ ○
法２種

広島県 ○ △

山 県 ○ ○ ○ △

徳島県 ○ ○ ○ △ ○ △ △

香 県 ○

愛媛県 ○ ○ ○ △
法２種

高知県 ○ ○ ○ △ △

福岡県 ○ ○

賀県 ○ ○ ○ △

長崎県 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △
法２種

熊 県 ○ ○ ○ △

大分県 ○ ○

宮崎県 ○ ○ △ ○ △ ○ △
法２種

鹿児島県 ○ ○

沖縄県 ○ ○ ○ ○ △ △
法２種

導入都道府県数
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幌市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

仙台市 ○ ○ ○ ○ ○

さいた 市 ○ △ ○ ○ ○

千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

横浜市 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

崎市 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

相模原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新潟市 △ ○ ○ ○ ○

名 屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

京都市 △ △ ○ ○ △ ○

大阪市 △ ○ ○ ○

堺市 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

吹田市 ○ ○ ○ ○ ○

神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

尼崎市 ○ ○ △ ○ ○

広島市 ○ △ △ ○ ○ ○ ○

北九 市 ○ ○ ○ ○ △

福岡市 △ ○ △

導入都道府県数
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